
北海道告示第１０５５９号
北海道が令和６年度において補助金等を交付する事務又は事業、補助対象経費、補助率等を次のとおり定める。
また、次の表の左欄に掲げる事務又は事業に係る補助金等の交付の決定、補助金等の額の確定その他補助金等の交付に関する権限は、それぞれ同表の補助金等の交付に関する権限の委任欄に

掲げる職にある者に委任する。
令和６年４月１日

北海道知事 鈴木 直道

(総務部所管分その１)

補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

１ 私立高等学校管理運営 私立学校法（昭 高等学校における教育に係る経常的経 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
事業 和24年法律第27 費（人件費（退職金及び役員報酬を除 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立高等学校教育の振 0号）第３条に く。）、教育研究・管理経費、設備関係経 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

興を図るため、私立高等 規定する学校法 費、借入金等利息） 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
学校の管理運営に要する 人 総務第19号様式 式 政局学事
経費について、予算の範 別に指示する様 課
囲内で補助する。 式

２ 私立狭域通信制高等学 私立学校法第３ 狭域通信制高等学校における教育に係 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
校管理運営事業 条に規定する学 る経常的経費（人件費（退職金及び役員 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立狭域通信制高等学 校法人 報酬を除く。）、教育研究・管理経費、設 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

校教育の振興を図るため、 備関係経費、借入金等利息） 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
私立狭域通信制高等学校 総務第19号様式 式 政局学事
の管理運営に要する経費 別に指示する様 課
について、予算の範囲内 式
で補助する。

３ 私立中学校管理運営事 私立学校法第３ 中学校における教育に係る経常的経費 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
業 条に規定する学 （人件費（退職金及び役員報酬を除く。）、 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立中学校教育の振興 校法人 教育研究・管理経費、設備関係経費、借 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

を図るため、私立中学校 入金等利息） 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
の管理運営に要する経費 総務第19号様式 式 政局学事
について、予算の範囲内 別に指示する様 課
で補助する。 式

４ 私立小学校管理運営事 私立学校法第３ 小学校における教育に係る経常的経費 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
業 条に規定する学 （人件費（退職金及び役員報酬を除く。）、 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立小学校教育の振興 校法人 教育研究・管理経費、設備関係経費、借 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

を図るため、私立小学校 入金等利息） 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
の管理運営に要する経費 総務第19号様式 式 政局学事
について、予算の範囲内 別に指示する様 課
で補助する。 式



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

５ 私立幼稚園等管理運営 私立学校法第３ 幼稚園等における教育に係る経常的経 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
事業 条に規定する学 費（人件費（退職金及び役員報酬を除 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立幼稚園及び幼保連 校法人及び学校 く。）、教育研究・管理経費、設備関係経 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

携型認定こども園の教育 教育法（昭和22 費、借入金等利息） 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
の振興を図るため、私立 年法律第26号） 総務第19号様式 式 政局学事
幼稚園等の管理運営に要 附則第６条に規 別に指示する様 課
する経費について、予算 定する学校法人 式
の範囲内で補助する。 以外の設置者

（私立幼稚園に
限る。）で私立
学校振興助成法
（昭和50年法律
第61号）附則第
２条第５項の適
用を受ける者

６ 私立特別支援学校管理 私立学校法第３ 特別支援学校における教育に係る経費 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
運営事業 条に規定する学 （人件費（退職金及び役員報酬を除く。）、 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立特別支援学校教育 校法人 教育研究・管理経費、設備関係経費、借 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

の振興を図るため、私立 入金等利息） 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
特別支援学校の管理運営 総務第19号様式 式 政局学事
に要する経費について、 別に指示する様 課
予算の範囲内で補助する。 式

７ 私立専修学校等管理運 私立学校法第３ 私立専修学校（看護師養成を目的とす 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
営事業 条に規定する学 る学校及び学科を除く。）及び外国人子 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立専修学校等の教育 校法人（同法第 女の教育を行う各種学校における教育に 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

の振興を図るため、私立 64条第４項の法 係る経常的経費（人件費（退職金及び役 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
専修学校等の管理運営に 人を含む。） 員報酬を除く。）、教育研究・管理経費、 総務第19号様式 式 政局学事
要する経費について、予 設備関係経費、借入金等利息） 別に指示する様 課
算の範囲内で補助する。 式

８ 私立学校施設耐震診断 学校法人（私立 学校法人等が道内に設置する幼稚園、 ３分の１以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
事業 学校法（昭和24 小学校、中学校、高等学校、専修学校の ただし、75万円 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
児童生徒等の安全な学 年法律第270号） 学校施設の耐震診断に要する経費で、道 を限度とする。 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

習環境の整備に資するた 第64条第４項の が定める国庫等の補助事業について交付 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
め、私立学校施設の耐震 法人を含む。） 決定を受けているもの 総務第19号様式 式 政局学事
診断を行う学校法人等に 別に指示する様 課
対し、その経費の一部に 式
ついて、予算の範囲内で
補助する。



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

９ 私立学校施設耐震化支 私立学校法第３ 学校法人等が道内に設置する幼稚園、 ６分の１以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
援事業 条に規定する学 小学校、中学校、高等学校、専修学校の ただし、補助対 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
児童生徒等の安全な学 校法人（同法第 施設の耐震補強工事又は耐震改築工事に 象施設１棟当た 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

習環境の整備に資するた 64条第４項の法 要する経費で、道が定める国庫等の補助 り、次に定める 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
め、私立学校等の施設に 人を含む。） 事業について交付決定を受けているもの 額を限度とす 総務第19号様式 式 政局学事
ついて耐震補強工事又は る。 別に指示する様 課
耐震改築工事を行う学校 (1)幼稚園 式
法人等に対し、その経費 １億円
の一部について、予算の (2)小学校、中
範囲内で補助する。 学校、高等学校

及び専修学校
２億円

10 私立高等学校経営安定 公益社団法人北 同協会が行う経営安定事業に係る経費 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
資金貸付事業 海道私学振興基 のうち知事が必要かつ適当と認めるもの 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立高等学校経営安定 金協会 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

資金貸付事業に要する経 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
費について、貸付事業の 総務第19号様式 式 政局学事
円滑な遂行を図るため、 別に指示する様 課
予算の範囲内で補助する。 式

11 北海道私学振興基金協 公益社団法人北 同協会が行う施設整備貸付事業に係る 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
会貸付事業 海道私学振興基 経費のうち知事が必要かつ適当と認める 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
北海道私学振興基金協 金協会 もの 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

会貸付事業に要する経費 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
について、貸付事業の円 総務第19号様式 式 政局学事
滑な遂行を図るため、予 別に指示する様 課
算の範囲内で補助する。 式

12 私立高等学校等授業料 学校法人 私立高等学校、私立特別支援学校の高 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
軽減事業 等部及び私立専修学校高等課程を設置す 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
経済的理由により修学 る学校法人が行う授業料軽減事業に要す 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

困難な生徒の教育機会の る経費 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
確保と保護者負担の軽減 総務第19号様式 式 政局学事
を図るため、道内に私立 別に指示する様 課
高等学校(全日制に限る。) 式
、私立特別支援学校の高
等部及び私立専修学校高
等課程を設置している学
校法人（私立学校法（昭
和24年法律第270号）第３
条及び第64条第４項に規
定する法人をいう。）が行
う授業料軽減事業につい
て、予算の範囲内で補助
する。



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

13 北海道私立小中学校等 私立小中学校等 私立小中学校等設置者が行う、入学後 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
経済的支援事業 設置者 に発生した児童生徒の保護者等の失職、 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
北海道内の私立の小学 倒産などの家計急変による経済的理由か 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

校、中学校、義務教育学 ら授業料の納付が困難となった児童生徒 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
校、中等教育学校前期課 に対して実施する、授業料減免事業に要 総務第19号様式 式 政局学事
程又は特別支援学校（小 する経費 別に指示する様 課
学部・中学部）（以下「私 式
立小中学校等」という。）
を設置している学校法人
が、入学後に発生した児
童生徒の保護者等の失職、
倒産などの家計急変によ
る経済的理由から授業料
の納付が困難となった児
童生徒（義務教育学校及
び児童生徒（義務教育学
校及び特別支援学校（小
学部・中学部）について
は、家計急変時に在学す
る課程を修了していない
者）に対して、授業料の
減免を行う事業に対し、
予算の範囲内で補助する。

14 私立高等学校等生徒奨 公益財団法人北 同会が行う生徒奨学事業に係る経費 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
学事業（事務局費） 海道高等学校奨 のうち知事が必要かつ適当と認めるもの 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限
私立高等学校等生徒奨 学会 総務第７号様式 総務第18号様式 令和６年４月２日

学事業に要する経費につ 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
いて、貸付事業の円滑な 総務第19号様式 式 政局学事
遂行を図るため、予算の 別に指示する様 課
範囲内で補助する。 式

15 私立高等学校等生徒奨 公益財団法人北 同協会が行う死亡等返還免除による奨 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
学事業（返還免除費） 海道高等学校奨 学事業の返還金収入の補填に要した借入 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立高等学校等生徒奨 学会 金の返済に要する経費 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

学事業（奨学金）及び私 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
立高等学校等生徒奨学事 総務第19号様式 式 政局学事
業（入学資金）（以下「奨 別に指示する様 課
学事業」という。）により 式
北海道等から資金を借入
れし、当該資金により奨
学金及び入学資金（以下
「奨学金等」という。）を
貸し付けた者の死亡等を
理由とした奨学金等の返
還の免除をすることによ
り生じる借入額の返済不
足額に対し、奨学事業の
運営を円滑化を図るため、
予算の範囲内で補助する。



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

16 私立高等学校等教職員 公益社団法人北 同社団が行う退職資金給付事業におけ 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
退職手当給付事業 海道私学退職金 る積立資金（退職資金給付事業積立資産 （標準給与総額 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限
退職資金給付事業に対 社団 取得支出）に要する経費 の1000分の29を 総務第７号様式 総務第18号様式 令和７年１月31日

し、教職員退職金の安定 限度とする。） 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
的な確保を図るため、予 総務第19号様式 式 政局学事
算の範囲内で補助する。 別に指示する様 課

式

17 私立幼稚園教職員退職 公益社団法人北 同協会が行う退職資金給付事業におけ 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
手当給付事業 海道私立幼稚園 る積立資金（退職資金給付事業積立資産 （標準給与総額 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限
退職資金給付事業に対 協会 取得支出）に要する経費 の1000分の29を 総務第７号様式 総務第18号様式 令和７年１月31日

し、教職員退職金の安定 （保育所の業務に従事する者に係る分を 限度とする。） 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
的な確保を図るため、予 除く。） 総務第19号様式 式 政局学事
算の範囲内で補助する。 別に指示する様 課

式

18 私立専修学校等教職員 公益社団法人北 同連合会が行う退職資金給付事業にお 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
退職手当給付事業 海道私立専修学 ける積立資金（退職資金給付事業積立資 （標準給与総額 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限
退職資金給付事業に対 校各種学校連合 産取得支出）に要する経費 の1000分の25.6 総務第７号様式 総務第18号様式 令和７年１月31日

し、教職員退職金の安定 会 8 を 限 度 とす 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
的な確保を図るため、予 る。） 総務第19号様式 式 政局学事
算の範囲内で補助する。 別に指示する様 課

式

19 日本私立学校振興・共 日本私立学校振 同事業団の年金給付事業に要する経費 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
済事業団年金給付事業 興・共済事業団 （標準給与総額 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限
年金給付事業に対し、 の1000分の４を 総務第７号様式 総務第18号様式 令和６年９月30日

加入者の福利厚生の向上 限度とする（大 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
と負担軽減を図るため、 学・短大を除 総務第19号様式 式 政局学事
予算の範囲内で補助する。 く）。） 別に指示する様 課

20 北海道私立高等学校等 私立高等学校等 法第６条の規定に基づき支給する就学 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
就学支援事業 に在学する生徒 支援金の額 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
高等学校等就学支援金 等のうち、法第 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

の給付に関する法律（平 ４条の規定に基 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
成22年法律第18号。以下 づき、就学支援 総務第19号様式 式 政局学事
この項において「法」と 金の支給を受け 別に指示する様 課
いう。）に基づき、私立高 る資格を有する 式
等学校等の生徒等に対し ことについて知
て、その授業料に充てる 事の認定を受け
ために高等学校等就学支 た者
援金（以下この項におい
て「就学支援金」という。）
を支給することにより、
私立高等学校等における
教育に係る経済的負担の
軽減を図り、もって教育
の機会均等に寄与するこ
とを目的として、予算の
範囲内で補助する。



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

21 北海道私立高等学校等 私立高等学校等 私立高等学校等専攻科に通う生徒に対 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
専攻科修学支援事業 専攻科に在学す する授業料 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立高等学校等専攻科 る生徒のうち、 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

の生徒に対して、その授 高等学校等修学 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
業料に充てるために支援 支援事業費補助 総務第19号様式 式 政局学事
金を支給することにより、 金（専攻科の生 別に指示する様 課
私立高等学校等専攻科に 徒への修学支 式
おける教育に係る経済的 援）交付要綱（令
負担の軽減を図り、もっ 和２年４月１日
て教育の機会均等に寄与 付文部科学大臣
することを目的として、 決定）第３条に
予算の範囲内で補助する。 該当し、知事の

認定を受けた者

22 北海道高等学校等就学 就学支援金に関 就学支援金に関する事務の執行に要す 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
支援金事務費補助事業 する事務を行う る経費のうち、次に掲げるものとする。 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立高等学校等の設置 学校設置者 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

者（以下この項において １ 旅費 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
「学校設置者」という。） ２ 消耗品費 総務第19号様式 式 政局学事
が、高等学校等就学支援 ３ 印刷製本費 別に指示する様 課
金の支給に関する法律に ４ 通信運搬費 式
基づき、高等学校等就学 ５ 保管料及び手数料
支援金（以下この項にお ６ 委託料
いて「就学支援金」とい ７ 使用料及び賃借料
う。）に関して行う事務の ８ その他、就学支援金に関する事務の
執行に要する費用に充て 執行に必要な経費として知事が認め
ることにより、事務の円 る経費
滑な実施に資することを
目的として、予算の範囲
内で補助する。

23 北海道私立高等学校等 私立高等学校 支給対象高等学校等の授業料の月額に 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
学び直し支援事業 等に在学する生 相当する額 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
高等学校等修学支援金 徒等のうち、高 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

の支給に関する法律（平 等学校等修学支 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
成22年法律第18号）第２ 援事業費補助金 総務第19号様式 式 政局学事
条に規定する高等学校等 （学び直しへの 別に指示する様 課
を中途退学した後再び高 支援）交付要綱 式
等学校等で学び直す者に （平成26年４月
対して、高等学校等就学 １日付け25文科
支援金の支給期間の経過 初第1446号通
後も、卒業までの間、継 知）第３条に該
続して学び直し支援金を 当し、知事の認
支給することにより、私 定を受けた者
立高等学校等における教
育に係る経済的負担の軽
減を図り、もって教育の
機会均等に寄与すること
を目的として、予算の範
囲内で補助する。



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

24 私立専門学校修学支援事業 大学等における 大学等における修学の支援に関する法 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
大学等における修学の 修学の支援に関 律第８条の規定に基づき減免する授業料 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示

支援に関する法律（令和 する法律第７条 及び入学金の額 総務第７号様式 総務第18号様式 する日
元年法律第８号）に基づ の規定に基づき 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
き、私立専門学校におけ 知事の確認を受 総務第19号様式 式 政局学事
る修学に係る経済的負担 けた専門課程を 別に指示する様 課
を軽減し、その授業料等 置く専修学校 式
の減免に要する費用を支 （地方公共団体、
弁することにより、子ど 公立大学法人、
もを安心して生み、育て 独立行政法人及
ることができる環境の整 び地方独立行政
備を図り、もって急速な 法人が設置する
少子化の進展への対処に ものを除く。）
寄与することを目的とし の設置者
て、予算の範囲内で補助
する。

25 私立学校被災生徒等就 私立学校等設置 私立学校等設置者が行う、原子力災害 幼稚園、幼保連 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
学支援事業 者 被害地域において被災したことを起因と 携型認定こども 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
私立の幼稚園、幼保連 する事情により授業料、その他納付金及 園、小学校、中 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

携型認定こども園、小学 び入学料の納付が困難となった幼児、児 学校、高等学校 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
校、中学校、高等学校（全 童及び生徒に係る授業料等軽減事業に要 及び専修学校 総務第19号様式 式 政局学事
日制課程に限る。）、専修 する経費 （高等課程） 別に指示する様 課
学校又は各種学校を設置 10分の10以内 式
している者（以下「私立
学校等設置者」という。） 専修学校（高等
が東日本大震災に伴い発 課程以外）及び
生した東京電力福島第一 各種学校
原子力発電所事故による ３分の２以内
被災地域（以下「原子力
災害被災地域」という。）
において被災した者のた
めに行う授業料等軽減事
業に対し、予算の範囲内
で補助する。

26 公立はこだて未来大学 函館圏公立大学 公立はこだて未来大学の開設に係る経 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
整備事業 広域連合 費に対し、函館圏公立大学広域連合が借 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限
地域における高等教育 入を行った起債の償還に要する経費 総務第７号様式 総務第18号様式 令和６年６月30日

機会の確保や機能の享受 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
など地域の高等教育の振 別に指示する様 式 政局学事
興及び地域生活経済圏域 式 課
の形成による地域の振興
を図るため、予算の範囲
内で補助する。



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

27 名寄市立大学整備事業 名寄市 名寄市立大学開設に係る経費に対し、 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
地域における高等教育 名寄市が借入を行った起債の償還に要す 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限

機会の確保や機能の享受 る経費 総務第７号様式 総務第18号様式 令和６年６月30日
など地域の高等教育の振 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部行
興及び地域生活経済圏域 別に指示する様 式 政局学事
の形成による地域の振興 式 課
を図るため、予算の範囲
内で補助する。

28 職業実践専門課程教員 北海道私立専修 職業実践専門課程教員研修事業の実施 ２分の１以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
研修事業 学校各種学校教 に要する経費 寄附金その他の 総務第７号様式 総務第18号様式 提出期限 別に指示
私立専修学校教育の振 員能力認定委員 収入金があると 総務第８号様式 別に指示する様 する日

興を図るため、職業実践 会 １ 人件費（賃金を含む。） きは、補助金等 総務第19号様式 式 提 出 先 総務部行
専門課程教員研修事業の ２ 報償費 の額の算定に当 別に指示する様 政局学事
実施に要する経費につい ３ 旅費 たり、当該寄附 式 課
て、予算の範囲内で補助 ４ 需用費（食糧費を除く。） 金その他の収入
する。 ５ 役務費 金の控除等を行

６ 使用料及び賃借料 う。

29 北海道公立大学法人札 北海道公立大学 事業の実施に必要な経費であって次に掲 10分の10以内 総務第4号様式 総務第4号様式 提出部数 １部
幌医科大学施設整備等補 法人札幌医科大 げるもの 総務第6号様式 総務第17号様式 提出期限 別途指定
助金 学 １ 空調機等更新工事 総務第7号様式 総務第18号様式 する日
北海道公立大学法人札 (1) 機械装置費 総務第8号様式 提 出 先 総務部教

幌医科大学が行う施設整 (2) 委託費 総務第19号様式 育・法人
備に係る工事その他の施 ２ 外壁改修等工事 別に指示する様 局法人団
設整備業務に要した経費 (1) 構築物費 式 体課
に対し、本道の地域医療 (2) 委託費
の確保や道民の健康の維 ３ 電力設備等更新工事
持増進を図ることを目的 (1) 機械装置費
として、予算の範囲内で (2) 委託費
補助する。

30 北海道公立大学法人札 北海道公立大学 法第８条第１項の規定に基づき減免する 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
幌医科大学修学支援事業 法人札幌医科大 授業料及び入学金 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別途指定
費補助金 学 総務第７号様式 総務第18号様式 する日
北海道公立大学法人札 総務第８号様式 別に指示する様 提 出 先 総務部教

幌医科大学が、大学等に 総務第19号様式 式 育・法人
おける修学の支援に関す 別に指示する様 局法人団
る法律（令和元年法律第 式 体課
８号。以下この項におい
て「法」という。）に基づ
き、授業料等の減免に要
する費用を負担し、その
修学に係る経済的負担を
軽減することにより、子
どもを安心して生み、育
てることができる環境の
整備を図り、もって急速
な少子化の進展への対処
に寄与することを目的と
して、予算の範囲内で補
助する。



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

31 消防団等活性化対策事 公益財団法人 消防団活性化事業、民間防火組織育成 ３分の２以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
業 北海道消防協会 強化事業及び消防殉難遺族の交流事業に 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限
消防団員の資質の向上 要する次に掲げる経費のうち、知事が必 総務第７号様式 総務第18号様式 令和６年４月19日

と士気の高揚を図るため 要と認めるもの 総務第８号様式 提 出 先 総務部危
の消防団活性化事業、火 １ 報償費 総務第19号様式 機対策局
災予防思想の普及を図る ２ 旅費 別に指示する様 危機対策
ための民間防火組織の育 ３ 需用費 式 課
成強化事業及び消防殉難 (１) 消耗品費
者遺族の生活の向上と福 (２) 食糧費
祉の増進を図るための遺 (３) 光熱水費
族相互交流事業を実施す (４) 修繕費
ることにより、非常備分 ４ 役務費
野における本道の消防力 (１) 通信運搬費
の強化と安全な地域づく (２) 手数料
りに資するため、予算の (３) 保管料
範囲内で補助する。 (４) 広告料

５ 委託料
６ 使用料及び賃借料
７ 備品購入費
８ 負担金

32 津波避難施設等整備特 特別強化地域に 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に ３分の２以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
別対策事業費補助金 指定されている 係る地震防災対策の推進に関する特別措 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
日本海溝・千島海溝周 39市町 置法(平成16年法律第27号)第12条に規定 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

辺海溝型地震による被害 する市町村が行う津波避難対策緊急事業 総務第８号様式 別に指示する様 提出先 総務部危
を軽減するための防災・ 計画に基づいて実施する事業に、公共事 別に指示する様 式 機対策局
減災対策を早期かつ着実 業等債を充当した後の市町村負担額に係 式 危機対策
に進めることを目的とし、 る経費 課海溝型
予算の範囲内で補助する。 ※ 国の交付金決定額に基づく算定対象 地震対策

経費の30分の1以内とする。 室

33 津波避難施設等整備特 特別強化地域に 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に ２分の１以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
別対策起債償還費補助金 指定されている3 係る地震防災対策の推進に関する特別措 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
津波避難施設等整備特 9市町 置法(平成16年法律第27号)第12条に規定 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

別対策事業費補助金にお する市町村が行う津波避難対策緊急事業 総務第８号様式 別に指示する様 提出先 総務部危
いて交付決定を受けた市 計画に基づいて実施される事業に発行し 別に指示する様 式 機対策局
町村に対し、日本海溝・ た公共事業等債の当該償還年度の元利償 式 危機対策
千島海溝周 辺海溝型地震 還金(交付税措置額を除く。) 課海溝型
による被害を軽減するた ※ 国の交付金決定額に基づく算定対象 地震対策
めの防災・減災対策を早 経費の20分の3以内とする。 室
期かつ着実に進めること
を目的とし、予算の範囲
内で補助する。



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

34 山岳遭難防止対策事業 北海道山岳遭難 各地方の山岳遭難防止対策協議会が行 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
山岳遭難防止の啓発及 防止対策協議会 う山岳遭難防止の啓発のためのパトロー 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限

び遭難者の捜索救助体制 ル経費及び捜索救助体制確立のための救 総務第７号様式 総務第18号様式 令和６年４月26日
の確立を図るため、予算 助経費のうち知事が必要と認める次のも 総務第８号様式 提 出 先 総務部危
の範囲内で補助する。 の 総務第19号様式 機対策局

１ 報償費 危機対策
２ 需用費 課
(１) 消耗品費
(２) 食糧費
(３) 燃料費
(４) 修繕費

３ 役務費
(１) 通信運搬費
(２) 手数料
(３) 保険料

４ 使用料
５ 備品購入費
６ 活動負担費

35 原子力防災対策費補助 寿都町、蘭越町、 １ 原子力防災対策事業 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部 後志総合振興
金 ニセコ町、倶知 広報調査、原子力防災計画策定、原子 総務第４号様式 総務第４号様式 提出期限 令和６年 局長
福島第一原子力発電所 安町、積丹町、 力防災訓練及び連絡調整に要する次に掲 （補助対象経費 （補助対象経費 (2024年)

の事故を踏まえ、関係自 古平町、仁木町、 げる経費 に備品購入費を に備品購入費を ５月31日
治体が実施する原子力防 余市町、赤井川 報酬、共済費、賃金、報償費、普通旅費、 含む場合に限 含む場合に限 提 出 先 後志総合
災対策事業に対し、その 村、小樽市、島 費用弁償、需用費、食糧費、役務費、委 る。） る。） 振興局地
充実、強化を図ることを 牧村、黒松内町、 託料、使用料及び賃借料、備品購入費、 総務第５号様式 総務第５号様式 域創生部
目的として、予算の範囲 真狩村、留寿都 負担金、その他後志総合振興局長が特に （補助対象経費 （補助対象経費 危機対策
内において補助する。 村、喜茂別町、 必要と認めた経費 に工事請負費を に工事請負費を 室

京極町 含む場合に限 含む場合に限
２ 緊急時安全対策事業 る。） る。）
防災活動資機材等整備事業及び基金造 総務第６号様式 総務第７号様式

成事業に要する次に掲げる経費 総務第７号様式 総務第17号様式
需用費、役務費、委託料、使用料及び賃 総務第８号様式 総務第18号様式
借料、工事請負費、備品購入費、積立金、 別に指示する書 別に指示する書
公課費、その他後志総合振興局長が特に 類 類
必要と認めた経費

36 広報・調査等交付金事 市町村 原子力発電施設等の周辺の地域の住民 定額 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 ３部 後志総合振興
業 に対する原子力発電に関する知識の普 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示 局長
原子力発電施設等の周 及、原子力発電施設等がこれらの周辺の 総務第７号様式 総務第18号様式 する日

辺住民に対する原子力発 地域の住民に及ぼす影響に関する調査並 総務第８号様式 別に指示する書 提 出 先 後志総合
電に関する知識の普及や びにこれらの施設の設置及び当該設置を 別に指示する書 類 振興局地
周辺住民に及ぼす影響に した施設がその周辺の地域の住民の生活 類 域創生部
関する調査等に要する経 に及ぼす影響に関して行われる連絡調整 危機対策
費に対し、予算の範囲内 に関する業務に要する経費 室
で補助する。



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

37 北海道原子力災害対策 指針に定める原 屋内退避施設等に対する放射線防護対 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
事業費補助金 子力災害対策重 策の強化に係る次の事業に要する経費 （補助対象経費 （補助対象経費 提出期限 別に指示
原子力災害対策指針（平 点区域内に所在 第６号に規定す 第６号に規定す する日

成24年10月31日原子力規 する屋内退避施 １ 原子力発電施設の周囲概ね５キロメ る事業の場合） る事業の場合） 提 出 先 総務部危
制委員会決定。以下「指 設を所有する市 ートルから１０キロメートルの区域内 総務第４号様式 総務第４号様式 機対策局
針」という。）に定める施 町村及び民間団 に所在する、屋内退避施設に対する放 （補助対象経費 （補助対象経費 原子力安
設敷地緊急事態又は全面 体並びに現地災 射線防護対策の強化に係る事業 第１号から第５ 第１号から第５ 全対策課
緊急事態に備え、病院や 害対策拠点施設 ２ 原子力発電施設の周囲概ね１０キロ 号及び第７号に 号及び第７号に
介護施設等に在所してい を所有する市町 メートルの区域内に所在する、現地災 規定する事業の 規定する事業の
る等により早期の避難が 村 害対策拠点施設に対する放射線防護対 場合） 場合）
困難である住民等が一時 策の強化に係る事業 総務第６号様式 総務第17号様式
的に退避する施設等の放 ３ 原子力発電施設の周囲概ね３０キロ 総務第７号様式 総務第18号様式
射線防護対策に要する経 メートルの区域内で、地理的条件によ 総務第８号様式 別に指示する様
費を補助する。 り災害が発生した場合において住民が 総務第19号様式 式

孤立するおそれのある地域に所在する （申請者が市町
屋内退避施設に対する放射線防護対策 村である場合を
の強化に係る事業 除く。）

４ 原子力発電施設の周囲概ね３０キロ 別に指示する様
メートルの区域内に所在する放射線防 式
護対策の強化を行った又は行う施設
（第２号を除く。）において、屋内退
避の実施に必要となる資機材の整備及
び物資の備蓄に係る事業

５ 緊急事態応急対策等拠点施設が使用
できない場合にこれを代替することが
できる施設の拠点施設としての機能の
強化に係る事業

６ 原子力発電施設の周囲概ね３０キロ
メートルの区域内に所在する放射線防
護対策の強化に係る事業を実施した施
設及び第５号に該当する事業を実施し
た施設において、事業の効果を維持す
る上で必要となる施設の点検、修繕等
に係る事業

７ その他知事が必要と認める放射線防
護対策の強化に係る事業



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

38 北方領土復帰期成同盟 公益社団法人北 北方領土復帰期成同盟の次に掲げる事 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
事業 方領土復帰期成 業実施に要する経費 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限
北方領土早期返還実現 同盟 （事業） 総務第７号様式 総務第18号様式 令和６年４月３日

の国民世論を喚起高揚す １ 北方領土返還要求運動の推進 総務第８号様式 提 出 先 総務部北
るとともに、返還要求運 ２ 北方領土問題についての啓発宣伝 総務第19号様式 方領土対
動のより一層の推進を図 ３ 北方領土返還関係機関団体との連絡 別に指示する様 策本部北
るため、予算の範囲内で 調整ならびに援助 式 方領土対
補助する。 ４ 北方領土問題についての調査研究 策課

５ その他この法人の目的達成のために
必要な事業

（経費）
１ 給料、職員手当等
２ 共済費、退職共済費
３ 賃金
４ 報償費
５ 旅費
６ 交際費
７ 需用費
８ 役務費
９ 委託料
10 使用料及び賃借料
11 備品購入費
12 負担金、補助及び交付金
13 公課費
14 その他知事が必要かつ適当と認めるもの

39 北方領土隣接地域振興 北方領土問題等 次に掲げる事業に要する経費（市及び 北方領土隣接地 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部 北方領土対策 補助
等事業（北方領土隣接地 の解決の促進の 町並びに公共的団体等が、次の事業を行 域の振興及び住 （大会等の開催 （大会等の開催 提出期限 別に指示 根室地域本部 対象経
域振興等補助金） ための特別措置 う公共的団体等に対して当該事業費を補 民の生活の安定 にあっては総務 にあっては総務 する日 長 費欄に
北方領土問題及びこれ に関する法律 助する場合においては、補助の対象とな のための事業に 第３号様式、施 第３号様式、施 提 出 先 市町又は （市町又は２ 掲げる

に関連する諸問題の解決 （昭和57年 法 る経費） あっては、３分 設等の整備にあ 設等の整備にあ ２若しく 若しくは３の １の事
の促進を図るため、予算 律第85号）第10 １ 北方領土隣接地域の振興及び住民の の２以内 っては総務第５ っては総務第５ は３の事 事業を行う根 業に係
の範囲内で補助する。 条第１項に規程 生活の安定のための事業 号様式） 号様式） 業を行う 室振興局管内 る補助

する北方領土隣 (1) 北方領土隣接地域の特性に即した 北方領土問題そ 総務第６号様式 総務第17号様式 根室振興 の公共的団体 金は、
接地域の市若し 基幹的な産業の振興に資するための の他北方地域に 総務第７号様式 総務第18号様式 局管内の 等に係る事業 単独事
くは町又は北海 事業 関する諸問題に 総務第８号様式 公共的団 に限る。） 業に係
道の区域内の公 (2) 教育施設、文化施設、生活環境施 ついての世論の 総務第19号様式 体等は北 る市町
共的団体等 設及び厚生施設の整備に関する事業 啓発に関する事 （申請者が市町 方領土対 負担（地

２ 北方領土問題その他北方地域に関す 業にあっては、 である場合を除 策根室地 方債が
る諸問題についての世論の啓発に関す 10分の9.5以内 く。） 域本部、 充当さ
る事業 別に指示する様 上記以外 れる場

３ 北方地域元居住者の援護等に関する 北方地域元居住 式 の公共的 合は、
事業 者の援護等に関 団体等は 地方債
(1) 北方地域元居住者がその能力に適 する事業にあっ 総務部北 を充当
合した職業に就くことができるよう ては、10分の9. 方領土対 した後
にするための技能研修及び知識の習 9以内 策本部 の市町
得その他その生活の安定及び福祉の 負担）
増進を図るための事業 を軽減

(2) 北方地域元居住者が北方領土問題 するた
の解決のための諸施策の推進を図る めに交
上において特別の地位にあることに 付する
ついての認識を深めるのに資する事業 もので

ある。



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

40 千島歯舞諸島居住者連 公益社団法人千 千島歯舞諸島居住者連盟の次に掲げる 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
盟事業 島歯舞諸島居住 事業実施に要する経費 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限
北方領土の早期返還を 者連盟 （事業） 総務第７号様式 総務第18号様式 令和６年４月３日

図るとともに千島並びに １ 北方領土返還要求運動に関する事業 総務第８号様式 提 出 先 総務部北
北方地域の元居住者等に ２ 北方領土に関連する諸問題の解決促 総務第19号様式 方領土対
対する援護等の充実を図 進に関する事業 別に指示する様 策本部北
ることにより、北方領土 ３ 北方地域元居住者等の援護対策の推 式 方領土対
問題及びこれに関連する 進に関する事業 策課
諸問題の解決を促進する ４ 千島会館の管理運営に関する事業
ため、予算の範囲内で補 （経費）
助する。 １ 給料、職員手当等

２ 共済費、退職共済費
３ 賃金
４ 報償費
５ 旅費
６ 交際費
７ 需用費
８ 役務費
９ 委託料
10 使用料及び賃借料
11 備品購入費
12 負担金、補助及び交付金
13 公課費
14 その他知事が必要かつ適当と認める
もの

41 北方四島交流推進事業 公益社団法人北 北方領土復帰期成同盟が実施する北方 10分の10以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部
北方領土問題の解決に 方領土復帰期成 四島交流事業に要する経費 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限

寄与することを目的に北 同盟 １ 給料 総務第７号様式 総務第18号様式 令和６年４月３日
方四島住民との交流を図 ２ 諸手当 総務第８号様式 提 出 先 総務部北
るため、予算の範囲内で ３ 共済費 総務第19号様式 方領土対
補助する。 ４ 報償費 別に指示する様 策本部北

５ 旅費 式 方領土対
６ 需用費 策課
７ 役務費
８ 委託料
９ 使用料及び賃借料
10 その他知事が必要かつ適当と認める
もの

42 北方領土返還要求北海 北方領土返還要 北方領土返還要求北海道・東北国民大 10分の10以内 総務第３号様式 総務第３号様式 提出部数 １部
道・東北国民大会開催事 求北海道・東北 会開催に要する経費 総務第６号様式 総務第17号様式 提出期限 別に指示
業 国民大会実行委 １ 報償費 総務第７号様式 総務第18号様式 する日
北方領土の早期返還実 員会 ２ 旅費 総務第８号様式 提 出 先 総務部北

現に向けての国民世論の ３ 需用費 総務第19号様式 方領土対
結集と高揚を図るため、 ４ 役務費 別に指示する様 策本部北
北海道と東北六県が一体 ５ 委託料 式 方領土対
となって開催する北方領 ６ 使用料及び賃借料 策課
土返還要求北海道・東北 ７ その他知事が必要かつ適当と認める
国民大会の開催に要する もの
経費について、予算の範
囲内で補助する。



補助金等を交付する事 交付申請書に添 実績報告書に添 交付申請書の提出 補助金等の交
務又は事業の名称及び 補助対象者 補助対象経費 補助率等 付すべき関係書 付すべき関係書 部数、提出期限及 付に関する権 摘要
そ の目的 又は趣旨 類 類 び提出先 限の委任

43 北方領土隣接地域振興 根室振興局管 次に掲げる事業に要する経費（用地取 ２分の１以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部 北方領土対策
等事業（北方領土隣接地 内の市町（当該 得に要する経費を除く。） （施設等の整備 （施設等の整備 提出期限 別に指示 根室地域本部
域振興等事業推進費補助 市町によって構 １ 活力ある地域経済の展開に向けた取 にあっては総務 にあっては総務 する日 長
金） 成される一部事 組（農水産物の需要拡大及び農水産物 第５号様式） 第５号様式） 提 出 先 北方領土
北方領土隣接地域にお 務組合等も含 の付加価値向上に資する事業） 総務第６号様式 総務第17号様式 対策根室

ける魅力ある地域社会の む。） (1) 農水産物消費拡大推進事業 総務第７号様式 総務第18号様式 地域本部
形成に係る施策の推進を (2) 農水産物高付加価値化推進事業 総務第８号様式
図るため、予算の範囲内 ２ 地域の資源を活かした交流・関係人 別に指示する様
で補助する。 口の拡大に向けた取組（北方領土の交 式

流拠点の整備並びに地域の魅力を活用
した広域周遊観光ルートづくり及び関
係人口拡大のための環境整備に資する
事業）
(1) 四島交流拠点活力向上事業
(2) 周遊観光地域づくり事業
(3) 関係人口拡大推進事業
３ ゆとりと安心の実感できる地域社会
の形成に向けた取組（地域の医療を支
える遠隔医療及び救急医療に資する事
業）
(1) 遠隔医療支援事業
(2) 救急医療用ヘリコプター臨時離着
陸場設備整備事業

４ 社会・経済の安定的な発展の基盤の
形成に向けた取組（地域の地震・津波
防災対策の推進に資する事業）
(1) 地域地震・津波防災力向上支援事
業

44 北方領土隣接地域振興 根室振興局管内 １に掲げる事業に要する２に掲げる経 ２分の１以内 総務第２号様式 総務第２号様式 提出部数 １部 北方領土対策
等事業（北方領土隣接地 の市町（当該市 費 （大会等の開催 （大会等の開催 提出期限 別に指示 根室地域本部
域振興加速化補助金） 町によって構成 １ 対象事業 にあっては総務 にあっては総務 する日 長
北方領土問題等の解決 される一部事務 第９期振興計画に基づき市町等が実 第３号様式、施 第３号様式、施 提出先 北方領土

の促進のための特別措置 組合等を含む。） 施する重点施策に係る事業とする。た 設等の整備にあ 設等の整備にあ 対策根室
に関する法律（昭和57年 又は営利を目的 だし、同計画の第４章「計画の推進体 っては総務第５ っては総務第５ 地域本部
法律第85号）第6条の規定 としない団体 制」の２に規定する「重点施策に係る 号様式） 号様式）
に基づいて策定した「第 実施計画」に位置付けられた事業とす 総務第６号様式 総務第17号様式
９期北方領土隣接地域の る。 総務第７号様式 総務第18号様式
振興及び住民の生活の安 総務第８号様式
定に関する計画」（以下「第 ２ 対象経費 総務第19号様式
９期振興計画」という。） 共済費、賃金、報償費、旅費、需用費 （申請者が市町
の着実な推進と地域課題 （消耗品費、印刷製本費及び修繕料に限 である場合を除
への対応を図るため、予 る。）、役務費、委託料、使用料及び賃借 く。）
算の範囲内で補助する。 料、工事請負費、備品購入費、負担金、 別に指示する様

補助及び交付金 式


